
2 （27.4.15）

消
費
生
活
相
談
員

　
▼
内
容　
消
費
生
活
に
関
す
る
窓
口
相
談
業
務
、
商
品
の
購
入
な
ど
に
関
す

る
相
談
や
そ
の
解
決
処
理
事
務
、
消
費
生
活
に
係
る
知
識
の
普
及
や
情
報
の
提

供
（
啓
発
講
座
の
講
師
）　
▼
資
格　
パ
ソ
コ
ン
の
基
本
操
作
が
で
き
、
下
記

の
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
す
る
人　
（
ア
）
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ

ー
の
認
定
し
た
「
消
費
生
活
専
門
相
談
員
」　
（
イ
）
一
般
行
政
法
人
日
本
産
業

協
会
の
認
定
し
た
「
消
費
生
活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」　
（
ウ
）
一
般
行
政
法
人
日
本

消
費
者
協
会
の
認
定
し
た
「
消
費
生
活
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
」　
▼
募
集
人
数　

１
人　
▼
身
分　
非
常
勤
特
別
職　
▼
採
用
期
間　
採
用
日
か
ら
28
年
３
月
31

日
㈭
ま
で
（
再
任
可
）　
▼
勤
務
日
数　
平
日
の
月
13
日
。
４
人
に
よ
る
ロ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン　
▼
勤
務
時
間　
１
日
６
時
間
（
午
前
９
時
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜

４
時
）　
▼
報
酬　
月
10
万
７
９
０
０
円
（
健
康
保
険
、
厚
生
年
金
、
雇
用
保

険
、
通
勤
手
当
は
な
し
）　
▼
勤
務
場
所　
〒
２
７
６

－

８
５
０
１
大
和
田
新

田
３
１
２

－

５
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー　
▼
申
し
込
み　
写
真
を
貼
っ
た
履
歴
書
、

資
格
証
の
写
し
、
志
望
動
機
（
作
文
用
紙
に
４
０
０
字
以
内
）
を
同
セ
ン
タ
ー

ま
で
持
参
か
郵
送
。
提
出
さ
れ
た
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん　
▼
選
考
方
法　
書

類
及
び
面
接
に
よ
り
選
考
。
面
接
は
書
類
選
考
後
に
行
い
ま
す

（
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
）

が
ん
検
診
・
特
定
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
27
年
度
か
ら
、
が
ん
検
診
と
特
定
健
康
診
査
等
受
診
券
を
１
枚
に
ま
と
め
て

送
付
し
ま
す
。
封
書
が
届
い
た
ら
す
ぐ
に
開
封
し
て
、
検
診
の
受
け
方
な
ど
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
５
月
７
日
㈭
ま
で
に
届
か
な
い
人
や
４
月
１
日
以
降
に

本
市
へ
転
入
し
た
人
で
検
診
を
希
望
す
る
人
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
お
問
い
合

わ
せ
は
健
康
づ
く
り
課
（
４
８
３
）
４
６
４
６
へ
。

募
集

の
交
通
安
全
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
▼
応
募
資
格　
平
成
11
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
、
県
内
に
在
住
、
在
勤

ま
た
は
在
学
し
て
い
る
人
。
原
則
２
名
以
上
で
応
募
し
て
く
だ
さ
い　
▼
活
動

方
法
小
学
校
区
ご
と
に
グ
ル
ー
プ
で
月
１
回
以
上
活
動　
▼
任
期　
９
月
１
日

か
ら
30
年
８
月
31
日
ま
で
の
３
年
間　
▼
隊
員
へ
の
支
援　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

保
険
へ
の
加
入
。
登
録
証
や
帽
子
な
ど
の
配
布
。
研
修
の
実
施
（
６
〜
８
月
）。

交
通
安
全
に
関
す
る
情
報
の
提
供　
▼
募
集
期
間　
５
月
31
日
㈰
（
必
着
）
ま

で　
▼
応
募
方
法　
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
応
募
フ
ォ
ー
ム
で
送
信
。
ま
た
は
、
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千
葉
市
中
央
区
市
場
町
１
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１
県
生
活
安
全
課
、
〒

２
７
３

－

８
５
６
０
船
橋
市
本
町
１

－

３

－

１
フ
ェ
イ
ス
７
階
葛
南
地
域
振
興

事
務
所
、
八
千
代
警
察
署
、
市
生
活
安
全
課
に
置
い
て
あ
る
応
募
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
県
生
活
安
全
課
、
葛
南
地
域
振
興
事
務
所
、
ま
た
は
市
生
活

安
全
課
交
通
安
全
班
へ
持
参
、
郵
送
、
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス　
▼
問
い
合
わ
せ

県
生
活
安
全
課
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　27年第１回定例市議会が２月24日から３月20
日まで行われ、27年度予算案など市長が提出し
た39案件を審議し、32案件が原案どおり可決、
１案件が修正案で可決、６案件が否決・不同意
とされました。また、議員提出の議案８案件中
３案件が可決されました（可決された案件のう
ち、条例案のみ掲載しています）。
■市長提出議案　●議員提出議案
※新規制定条例の条文の閲覧は情報公開室へ

　条例案
■八千代市教育委員会教育長の職務に専念する
義務の特例及び勤務時間に関する条例の制定に
ついて　地方教育行政の組織及び運営に関する法
律の一部改正に伴い、教育長の職務に専念する義
務の特例及び勤務時間を定めるため、条例を制定。
■八千代市行政手続条例の一部を改正する条例
の制定について　行政手続法の一部改正に伴い、
条例を改正。
■八千代市職員定数条例の一部を改正する条例
の制定について　地方教育行政の組織及び運営
に関する法律の一部改正に伴い、教育長が特別
職と位置づけられるため、条例を改正。
■八千代市特別職の職員の給与、旅費及び費用
弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定
について　地方教育行政の組織及び運営に関す
る法律の一部改正に伴い、教育長の給料、旅費
及び費用弁償について定める他、特別職職員議
員報酬等審議会の答申に基づき、市長、副市長、
教育長及び事業管理者の給料の額を改定する等
のため、条例を改正。
■市長、副市長及び事業管理者並びに教育委員
会教育長の給与の特例に関する条例の一部を改
正する条例の制定について　地方教育行政の組
織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教
育長が特別職と位置づけられるため、並びに市
長、副市長、教育長及び事業管理者の給与の特
例の額を改定するため、条例を改正。
■八千代市手数料条例の一部を改正する条例の
制定について　確認申請手数料等の額を改定す
る等のため、条例を改正。

　27年度予算案など33案件を可決
第１回定例市議会の結果 　　【問い合わせ】予算は財政課、

　　その他は総務課　 483-1151（代表）

■「八千代市土地開発基金条例の一部を改正す
る条例の制定について」は否決されました。
■八千代市保育園条例の一部を改正する条例の
制定について　児童福祉法の一部改正に伴い、
保育園の利用に係る料金について定める等のた
め、条例を改正。
■八千代市介護保険条例の一部を改正する条例
の制定について　平成27年度から平成29年度ま
での各年度における保険料率及び介護予防・日
常生活支援総合事業に関する経過措置を定める
ため、条例を改正。
■八千代市指定地域密着型サービスの事業の人
員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
の一部を改正する条例の制定について　指定地
域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営
に関する基準等を改めるため、条例を改正。
■八千代市指定地域密着型介護予防サービスの
事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着
型介護予防サービスに係る介護予防のための効
果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
の一部を改正する条例の制定について　指定地
域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備
及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ
スに係る介護予防のための効果的な支援の方法
に関する基準を改めるため、条例を改正。
■八千代市指定介護予防支援等の事業の人員及
び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予
防のための効果的な支援の方法に関する基準等
を定める条例の一部を改正する条例の制定につ
いて　指定介護予防支援等に係る介護予防のた
めの効果的な支援の方法に関する基準を改める
ため、条例を改正。
■八千代市下水道条例の一部を改正する条例の
制定について　下水道使用料の額を改定するた
め、条例を改正。
■八千代市立小学校設置条例の一部を改正する
条例の制定について　八千代台東小学校の位置
を変更するため、条例を改正。
■八千代市一般職員の給与に関する条例の一部
を改正する条例の制定について　人事院勧告及
び千葉県人事委員会勧告に準じ、一般職員の給
与の額等を改正するため、条例を改正。

■八千代市一般職員の給料の臨時特例に関する
条例の一部を改正する条例の制定について　一
般職員の給料の額を改定するため、条例を改正。
■八千代市企業職員の給与の種類及び基準に関
する条例の一部を改正する条例の制定について
人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告等に準じ、
企業職員の管理職員特別勤務手当（ただし、平
成30年３月末までは支給しない）を創設するた
め、条例を改正。
■「八千代市国民健康保険条例の一部を改正
する条例の制定について」は否決されました。
一部修正し、第２回臨時市議会に上程。結果
は３ページ下段に掲載。
●八千代市議会委員会条例の一部を改正する条
例の制定について　委員会の説明員として出席
を求める者を「教育委員会の委員長」から「教
育委員会の教育長」とするため、条例を改正。
■仮称八千代市市民の美術館建設基金条例を廃
止する条例の制定について　仮称八千代市市民
の美術館建設基金を廃止するため、条例を廃止。
■「八千代市クリーン基金条例を廃止する条例
の制定について」は否決されました。
■八千代市旅館等審議会条例を廃止する条例の
制定について　八千代市旅館等審議会を廃止す
るため、条例を廃止。

　予算案
■26年度八千代市一般会計補正予算（第６号）　
歳入歳出それぞれ1,711万円を追加し、総額609
億1,543万1,000円。主な内容は、市長車の廃止
に伴う賃借料や東葉高速鉄道新線建設費利子補
給金の減額、北千葉広域水道企業団が実施する
がんばる地域交付金対象事業に対する負担金や
25年度の国庫支出金の交付額確定に伴う生活保
護費国庫負担金返還金、Ｗｅｂ口座振替受付サ
ービス導入に係る経費の追加など。
■26年度八千代市国民健康保険事業特別会計補
正予算（第２号）　歳入歳出それぞれ９億4,260
万8,000円を増額し、総額197億3,840万7,000円。
■26年度八千代市介護保険事業特別会計補正予
算（第４号）　歳入歳出それぞれ２億6,342万1,000
円を増額し、総額95億3,265万5,000円。
■26年度八千代市水道事業会計補正予算（第３
号）　資本的収入及び支出の補正において、支
出を1,166万4,000円減額。また、継続費の補正
において、浄水場等施設撤去費ほか１件の総額
及び年割額を変更。
■26年度八千代市公共下水道事業会計補正予算


